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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インプラントの埋入予定位置からの歯槽骨の骨幅を測定可能な測定治具であって、
　長尺状のスケール部と、
　前記スケール部に固定された固定子と、
　前記スケール部にスライド可能に取り付けられた可動子とを備え、
　前記固定子及び前記可動子のいずれか一方には、前記スケール部を支えるようにポール
部が設けられ、前記固定子及び前記可動子のいずれか他方には、前記ポール部側に先端を
向けた湾曲部が設けられており、
　前記スケール部の延在方向に直交する方向で、前記湾曲部の先端は、前記ポール部の先
端よりも前記スケール部から離れていることを特徴とする測定治具。
【請求項２】
　前記スケール部において前記固定子と前記可動子の距離が０の場合に、前記スケール部
の延在方向において、前記ポール部の先端の中心位置の延長線上に前記湾曲部の先端が一
致していることを特徴とする請求項１に記載の測定治具。
【請求項３】
　前記固定子に前記湾曲部が設けられ、前記可動子に前記ポール部が設けられることを特
徴とする請求項１又は請求項２に記載の測定治具。
【請求項４】
　前記ポール部の先端が球体状に形成されていることを特徴とする請求項１から請求項３
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のいずれかに記載の測定治具。
【請求項５】
　前記スケール部の延在方向に直交する方向で、前記ポール部の先端から前記湾曲部の先
端までの距離が、前記インプラントの長径に一致していることを特徴とする請求項１から
請求項４のいずれかに記載の測定治具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インプラント（人工歯根）治療時に、歯槽骨の舌側の側面からインプラント
埋入窩までの骨幅を測定する測定治具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インプラント治療では、歯槽骨に対するインプラント埋入窩の位置等が重要になってい
る。例えば、抜歯後の下顎の断面は複雑な形状を呈しており、特に歯槽骨の側面となる舌
側皮質骨が頬側に大きくアンダーカット（陥凹）している場合がある。このアンダーカッ
ト量（陥凹量）を確認せずにインプラント埋入窩が形成されると、舌側皮質骨が穿孔され
て周辺部位が傷つけられるおそれがある。従来、インプラント治療時に歯槽骨の舌側皮質
骨のアンダーカット量を考慮して、舌側皮質骨の骨面からインプラント埋入窩までの骨幅
を測定する測定治具が考案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　特許文献１の測定治具は、鋏のように一対の回動片が支軸を介して開閉自在に交差連結
されており、一方の回動片の先端はポール状に形成され、他方の回動片の先端は一方側に
屈曲した針状に形成されている。また、測定治具には一対の回動片の相対的な回動量を測
定するためのゲージが取り付けられている。測定治具は、一方の回動片のポール状の先端
が歯槽骨に穿設されたインプラント埋入窩に挿入され、他方の回動片の針状の先端が歯肉
に突き刺されて舌側皮質骨に押し当てられる。この時の一対の回動片の回動量をゲージか
ら読むことで、インプラント埋入窩から歯槽骨の側面までの骨幅が測定される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第２０１１／０１８８５１号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、インプラント埋入時の適切な骨幅は、インプラントの埋入位置及び埋入方向
や、インプラントの直径と長径（長さ）によって大きく異なる。歯槽骨のアンダーカット
は舌側皮質骨に存在するため、インプラントの埋入位置が頬側に近いほど、長いインプラ
ントを埋入可能である。一方で、インプラントの埋入位置が舌側に近いほど、短いインプ
ラントでも舌側皮質骨を穿孔させる危険性が大きくなる。また、インプラントの上端が舌
側に倒されて埋入方向が舌側に傾斜されると、舌側皮質骨を穿孔させる危険性が減り、逆
に埋入方向が頬側に傾斜されると、舌側皮質骨を穿孔させる危険性が大きくなる。
【０００６】
　インプラントの直径が大きくなると、インプラントの先端の外周面が舌側皮質骨に近づ
き、舌側皮質骨を穿孔させる危険性が大きくなる。また、歯槽骨のアンダーカットは歯槽
骨頂の根尖方向に存在するため、インプラントの長径が短いほど、舌側皮質骨を穿孔させ
る危険性が減る。逆に、インプラントの長径が長いほど、舌側皮質骨を穿孔させる危険性
が大きくなる。これらインプラントの埋入位置及び埋入方向や、インプラントの直径及び
長径は歯槽骨の形状や対合歯等の多くの制約の中で決定され、歯槽骨のアンダーカット量
の大小に応じて決定されるものではない。
【０００７】
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　このため、歯槽骨の舌側皮質骨（側面）からインプラント埋入窩の先端の中心までの骨
幅を測定することで、インプラントが下顎骨内に収まるか否かを確認することができる。
しかしながら、特許文献１の測定治具では、一方の回動片のポール状の先端をインプラン
ト埋入窩に挿入しながら、他方の回動片の針状の先端を回動させて骨幅を測定するため、
事前に歯槽骨に対してインプラント埋入窩を形成しておかなければならない。したがって
、特許文献１の測定治具を用いる場合には、インプラント埋入窩の形成時に、インプラン
ト埋入窩の形成位置や形成方向によっては舌側皮質骨を穿孔させてしまう危険性があった
。
【０００８】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、インプラント埋入窩を形成する前に、
インプラント治療に必要な骨幅を測定することができる測定治具を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の測定治具は、インプラントの埋入予定位置からの歯槽骨の骨幅を測定可能な測
定治具であって、長尺状のスケール部と、前記スケール部に固定された固定子と、前記ス
ケール部にスライド可能に取り付けられた可動子とを備え、前記固定子及び前記可動子の
いずれか一方には、前記スケール部を支えるようにポール部が設けられ、前記固定子及び
前記可動子のいずれか他方には、前記ポール部側に先端を向けた湾曲部が設けられており
、前記スケール部の延在方向に直交する方向で、前記湾曲部の先端は、前記ポール部の先
端よりも前記スケール部から離れていることを特徴とする。
【００１０】
　この構成によれば、測定治具の湾曲部を歯槽骨の側面に接触させて、ポール部を歯槽骨
頂（上部）に突き立てる。そして、対合歯との咬合関係を確認しながら、ポール部を中心
として測定治具を回転させて適切な位置と方向に動かすと、湾曲部の先端とポール部の先
端との距離に応じて可動子がスケール部上をスライドされる。このときの固定子と可動子
の距離をスケール部で読むことで、ポール部の当接位置から湾曲部の接触位置までの歯槽
骨の骨幅を測定することができる。このように、歯槽骨にインプラント埋入窩を形成する
前に、インプラントの埋入に必要な骨幅を測定することができる。よって、希望の埋入予
定位置及び埋入予定方向に、希望の直径及び長径のインプラントが埋入可能か否かを術前
に確認することができる。
【００１１】
　また本発明の上記測定治具において、前記スケール部において前記固定子と前記可動子
の距離が０の場合に、前記スケール部の延在方向において、前記ポール部の先端の中心位
置の延長線上に前記湾曲部の先端が一致している。この構成によれば、固定子から可動子
までの距離に、ポール部の先端の中心位置から湾曲部の先端までの距離を一致させること
ができる。
【００１２】
　また本発明の上記測定治具において、前記固定子に前記湾曲部が設けられ、前記可動子
に前記ポール部が設けられる。この構成によれば、湾曲部の先端を歯槽骨の側面に接触さ
せて、湾曲部を基準にポール部をスライドさせることで、ポール部の当接位置からの歯槽
骨の骨幅を測定することができる。
【００１３】
　また本発明の上記測定治具において、前記ポール部の先端が球体状に形成されている。
この構成によれば、ポール部の球体状の先端を支点として、測定治具を搖動させて埋入方
向を確認させ易くすることができる。
【００１４】
　また本発明の上記測定治具において、前記スケール部の延在方向に直交する方向で、前
記ポール部の先端から前記湾曲部の先端までの距離が、前記インプラントの長径に一致し
ている。この構成によれば、インプラントの長径に合わせて歯槽骨の骨幅を適切に測定す
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ることができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の測定治具によれば、歯槽骨にインプラント埋入窩を形成することなく、歯槽骨
の骨幅を測定できるため、歯槽骨の骨幅を測定する際に歯槽骨の皮質骨が穿孔されること
が防止される。また、希望の埋入予定位置及び埋入予定方向に、希望の直径及び長径のイ
ンプラントが埋入可能か否かを術前に確認することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本実施の形態に係る測定治具の外観斜視図である。
【図２】本実施の形態に係る測定治具の側面図である。
【図３】本実施の形態に係る測定治具による測定方法の説明図である。
【図４】本実施の形態に係る測定治具による測定方法の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、添付図面を参照して本実施の形態について詳細に説明する。図１は、本実施の形
態に係る測定治具の斜視図である。図２は、本実施の形態に係る測定治具の側面図である
。なお、図１Ａ及び図２Ａは湾曲ピンの先端とポール部の延長線が一致した状態を示し、
図１Ｂ及び図２Ｂは湾曲ピンとポール部とが離間した状態を示している。なお、図２Ｂに
おいては、説明の便宜上、インプラントを２点鎖線で示している。
【００１８】
　図１に示す測定治具１は、長尺のハンドル部２の先端側を患者の口腔内に挿入して、イ
ンプラントの術前に埋入予定位置からの歯槽骨の骨幅を測定可能に構成されている。ハン
ドル部２は円柱状に形成されており、ハンドル部２の先端側にはハンドル部２の基端側よ
りも小径に形成されたスケール部２１が設けられている。スケール部２１の先端部分には
湾曲ピン（湾曲部）３５を設けた固定子３が固定され、スケール部２１の中間部分にはポ
ール部４４、４５を設けた可動子４がスライド可能に取り付けられている。また、スケー
ル部２１の先端側の外周面には、固定子３と可動子４の距離を示す目盛２２が付されてい
る。
【００１９】
　固定子３は、スケール部２１の先端部分に嵌合するように円筒状に形成されており、固
定子３の外周面には湾曲ピン３５を固定するための取付孔３１が設けられている。可動子
４に対向する固定子３の一端面３２は、スケール部２１の目盛２２の０位置に合されてお
り、骨幅の測定時の基準位置になっている。固定子３の他端面３３には、取付孔３１に差
し込まれた湾曲ピン３５を、側方からネジ３４によってネジ止めするためのネジ穴（不図
示）が形成されている。固定子３は、ネジ３４を緩めて湾曲ピン３５を取り外すことで、
サイズ（本実施の形態では１０ｍｍ）の異なる他の湾曲ピン３５を付け替え可能にしてい
る。
【００２０】
　湾曲ピン３５は、基端３６側が直線状であり、先端３７側がポール部４５側に向くよう
に湾曲されている。すなわち、湾曲ピン３５の先端３７は歯槽骨の側面に対して側方から
接触するように湾曲されている。湾曲ピン３５の先端３７は、スケール部２１の延在方向
に直交する方向（図では上下方向）で、ポール部４５の先端４７よりもスケール部２１か
ら離れている。また、この湾曲ピン３５の先端３７は、口腔内の歯槽骨６の舌側皮質骨６
１側に湾曲ピン３５が入れられた状態で頬側に向けられる（図３参照）。このため、湾曲
ピン３５の先端３７は、歯槽骨６の舌側皮質骨６１に接触させ易くなっている（図３参照
）。
【００２１】
　可動子４は、スケール部２１にスライド可能な円筒状に形成されており、可動子４から
上下方向に円柱状のポール部４４、４５が突出されている。固定子３に対向する可動子４
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の一端面４１は、スケール部２１の目盛２２を読むための指針になっており、一端面４１
の位置によって歯槽骨の骨幅が測定される。なお、測定治具１の測定原理については後述
する。可動子４の上面には、術中にポール部４５の位置を歯槽骨の所定位置に固定するた
めの指掛け部４２が設けられている。上側のポール部４４は、術前にインプラントの埋入
予定位置や埋入予定方向を術者が確認するための目印として機能している。
【００２２】
　下側のポール部４５は、歯槽骨に当接されて測定治具１の先端側を支えるように構成さ
れている。ポール部４５の先端４７は球体状に形成されており、球体状の先端４７が歯槽
骨頂上に形成されたインプラント埋入窩の予定部位の目印となる半球状の窪み６４（図３
参照）に当接される。これにより、測定治具１の先端側が先端４７を支点として傾倒可能
及び回転可能に支持される。この下側のポール部４５を動かしてインプラントの埋入予定
位置及び埋入予定方向に合わせることで、インプラントの埋入に必要な歯槽骨の骨幅を適
切に測定することが可能になっている。このとき、下側のポール部４５と上側のポール部
４４とが同軸上にあるため、上側のポール部４４を目視して下側のポール部４５の位置や
対合歯との咬み合わせを確認することが可能になっている。
【００２３】
　続いて、測定治具１の測定原理について説明する。図２Ａに示すように、固定子３と可
動子４とが接触して距離が０の場合に、スケール部２１の延在方向において、湾曲ピン３
５の先端３７がポール部４５の先端４７の中心位置の延長上に一致している。すなわち、
固定子３と可動子４の距離が０の場合に、湾曲ピン３５の先端３７とポール部４５の先端
４７の横方向（スケール部２１の延在方向）の距離も０になっている。また、スケール部
２１の延在方向に直交する縦方向において、ポール部４５の球体状の先端４７の中心から
湾曲ピン３５の先端３７までの距離がインプラントの長径（本実施の形態では１０ｍｍ）
に一致している。
【００２４】
　図２Ｂに示すように、湾曲ピン３５の先端３７に対してポール部４５の先端４７が離間
された分だけ、スケール部２１上で固定子３に対して可動子４が動かされる。固定子３の
一端面３２が目盛２２の０位置に合わされているため、固定子３の一端面３２から離間し
た可動子４の一端面４１の位置を目盛２２から読むことで、湾曲ピン３５の先端３７とポ
ール部４５の先端４７の距離が測定される。このとき、ポール部４５の先端４７よりも深
い位置に湾曲ピン３５の先端３７が位置しているため、この深い位置における湾曲ピン３
５の先端３７からポール部４５の先端４７の延長線までの横方向の距離が測定される。
【００２５】
　具体的には、湾曲ピン３５の先端３７からスケール部２１の延在方向に延びる直線Ｌと
ポール部４５の中心線Ｃとの交点をＰとし、湾曲ピン３５の先端３７から交点Ｐまでの距
離が測定される。縦方向では、インプラント５の長径分（長さ分）だけポール部４５の先
端４７と湾曲ピン３５の先端３７が離間しているため、インプラント５の下端に対応した
位置で、湾曲ピン３５の先端３７からインプラント５の中心位置までの距離が測定される
。このように、術前に実際に歯槽骨に対してインプラント５を埋入することを想定して、
インプラント５の埋入に必要な骨幅を測定することができ、所望のインプラント５が安全
に埋入可能か否かを術前に確認できる。
【００２６】
　このように構成された測定治具１では、ポール部４５の先端４７が歯槽骨頂に突き立て
られ、ポール部４５の当接位置を歯槽骨頂に固定した状態で湾曲ピン３５の先端３７が歯
槽骨の側面に接触するように動かされる。ポール部４５によって測定治具１の先端側が口
腔内で支持された状態で、対合歯との咬合関係を確認しながらハンドル部２を動かすこと
で、ポール部４５がインプラント５の埋入予定位置や埋入予定方向に合わせられる。この
ときの固定子３と可動子４の距離を読むことで、ポール部４５の先端４７が当接したイン
プラント５の埋入予定位置から、湾曲ピン３５の先端３７が接触した歯槽骨の側面までの
骨幅が適切に測定される。
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【００２７】
　また、測定治具１は、インプラント埋入窩の形成前にインプラント５の埋入に必要な骨
幅を測定することができる。術前に歯槽骨にインプラント埋入窩が形成可能か否かを確認
することができるため、インプラント埋入窩の形成時に歯槽骨の皮質骨が穿孔されること
が防止される。よって、歯槽骨の舌側皮質骨のようにアンダーカットが存在する場合であ
っても、適切な埋入予定位置、埋入予定方向で、望みの直径、長径のインプラント５を歯
槽骨に適切に埋入することが可能になっている。
【００２８】
　図３及び図４を参照して、測定治具による測定方法について説明する。図３及び図４は
、本実施の形態に係る測定治具による測定方法の説明図である。なお、図３及び図４にお
いては、下顎骨の歯槽骨においてインプラント埋入予定位置からの舌側皮質骨の骨面まで
の骨幅を測定する例について説明するが、他の箇所の骨幅の測定時についても測定治具を
用いて同様に測定可能である。また、ここでは、直径３ｍｍ、長径１０ｍｍのインプラン
トを歯槽骨に埋入することを想定して説明する。
【００２９】
　図３Ａに示すように、歯槽骨６から歯肉を剥離して、歯槽骨６上のインプラントの埋入
予定位置に、ラウンドバー（不図示）により直径２ｍｍ、深さ１ｍｍ程度の半球状の窪み
６４が形成される。これにより、インプラント５（図３Ｃ参照）の埋入予定位置が歯槽骨
６上に定められる。実際の歯槽骨６の表面は平らではなく出血等していることが多いので
、術者はこの窪み６４を手掛かりにインプラント５の埋入予定位置を確認することが可能
になっている。また、測定治具１の固定子３には、インプラント５の長径１０ｍｍ用の湾
曲ピン３５が取り付けられる。
【００３０】
　次に、測定治具１の先端側が患者の口腔内に挿入され、湾曲ピン３５の先端３７が歯槽
骨６の舌側皮質骨６１に接触される。このとき、測定治具１の先端側が高くなるように傾
けられた状態で口腔内に挿入される。また、湾曲ピン３５の先端３７はポール部４５側（
頬側）に湾曲しているため、測定治具１が傾けられていても舌側皮質骨６１に接触させ易
くなっている。そして、湾曲ピン３５の先端３７を舌側皮質骨６１の骨面から浮かせるこ
となく根尖方向に滑らせて、ポール部４５の球体状の先端４７を歯槽骨６上の半球状の窪
み６４に押し当てる。これにより、インプラントの埋入予定位置にポール部４５が位置付
けられる。このとき、指掛け部４２を術者の指で支えることによって、歯槽骨６に対して
ポール部４５の位置が固定される。
【００３１】
　次に、図３Ｂに示すように、ポール部４５の先端４７を歯槽骨６に固定した状態で、ポ
ール部４５の球体状の先端４７を中心に測定治具１（ハンドル部２）の基端側が持ち上げ
られる。これにより、湾曲ピン３５の先端３７が舌側皮質骨６１の骨面に沿ってさらに根
尖方向に滑らされ、湾曲ピン３５の先端３７がポール部４５の先端４７の延長線上から離
れ始める。このとき、歯槽骨６にポール部４５が固定されるため、ポール部４５に連なる
可動子４に対して湾曲ピン３５に連なる固定子３がスライドされ、固定子３と可動子４の
距離が広がり始める。このとき、上側のポール部４４によってインプラント５の埋入方向
等を確認しながら測定治具１が持ち上げられる。
【００３２】
　次に、図３Ｃに示すように、ポール部４５が咬合平面に対して垂直に近付けられ、ポー
ル部４５の向きが目的の咬合関係になったら測定治具１の持ち上げが止められる。このと
きの可動子４の一端面４１が位置付けられたスケール部２１の目盛２２を読むことで、埋
入予定のインプラント５の下端の中心位置（ポール部４５の当接位置）から舌側皮質骨６
１の側面までの骨幅が測定される。図３Ｃの場合には、湾曲ピン３５の先端３７がアンダ
ーカット６３に位置付けられ、歯槽骨頂６２から深さ１０ｍｍの位置で、インプラント５
の中心位置（埋入予定位置）から舌側皮質骨６１の側面までに４ｍｍの骨幅が存在してい
る。
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【００３３】
　この場合、直径３ｍｍの切削バーで歯槽骨６にインプラント埋入窩を形成しても、イン
プラント埋入窩と舌側皮質骨６１の側面との間に２．５ｍｍの骨幅があるため、舌側皮質
骨６１が穿孔する可能性がない。したがって、このインプラント５の埋入予定位置と埋入
予定方向で、歯槽骨６に対して直径３ｍｍ、長径１０ｍｍのインプラント５を安全に埋入
することが可能であると判断される。このように、歯槽骨６にインプラント埋入窩を形成
する前に、インプラント５の埋入可能か否かが事前に判断される。
【００３４】
　一方、図４に示すように、歯槽骨６のアンダーカット量が大きい場合、歯槽骨頂６２か
ら深さ１０ｍｍの位置で、インプラント５の中心位置（埋入予定位置）から舌側皮質骨６
１の側面までに１．５ｍｍしか骨幅が存在していない。このため、直径３ｍｍの切削バー
で歯槽骨６にインプラント埋入窩を形成すると、骨幅が足りずに舌側皮質骨６１が穿孔す
る可能性があり、上記インプラント５を埋入できないと判断される。事前にインプラント
５の埋入ができないと判断されるため、一段階直径の小さなインプラント５の使用、一段
階長径の短いインプラント５の使用、インプラント５の埋入方向を調整等の別の対応をと
ることができる。
【００３５】
　以上のように、本実施の形態によれば、測定治具１の湾曲ピン３５を歯槽骨６の側面に
接触させて、ポール部４５を歯槽骨頂６２に突き立てる。そして、対合歯との咬合関係を
確認しながら、測定治具１を動かして適切な位置と方向に動かすと、湾曲ピン３５とポー
ル部４５との距離に応じて可動子４がスケール部２１上をスライドされる。このときの固
定子３と可動子４の距離をスケール部２１で読むことで、ポール部４５の当接位置から湾
曲ピン３５の接触位置までの歯槽骨６の骨幅を測定することができる。このように、歯槽
骨にインプラント埋入窩を形成する前に、インプラント５の埋入に必要な骨幅を測定する
ことができる。よって、希望の埋入予定位置及び埋入予定方向に、希望の直径及び長径の
インプラント５が埋入可能か否かを術前に確認することができる。
【００３６】
　なお、本発明は上記各実施の形態に限定されず、種々変更して実施することが可能であ
る。上記実施の形態において、添付図面に図示されている大きさや形状などについては、
これに限定されず、本発明の効果を発揮する範囲内で適宜変更することが可能である。そ
の他、本発明の目的の範囲を逸脱しない限りにおいて適宜変更して実施することが可能で
ある。
【００３７】
　例えば、本実施の形態においては、固定子３に湾曲ピン３５、可動子４にポール部４５
が設けられる構成にしたが、この構成に限定されない。固定子３にポール部４５、可動子
４に湾曲ピン３５が設けられてもよい。このような構成でも、ポール部４５を歯槽骨頂６
２に突き立てた状態で、湾曲ピン３５を動かして、インプラント５の埋入に必要な骨幅を
測定することができる。
【００３８】
　また、本実施の形態においては、固定子３と可動子４の距離が０の場合に、スケール部
２１の延在方向で、ポール部４５の先端４７と湾曲ピン３５の先端３７とが一致する構成
について説明したが、この構成に限定されない。固定子３と可動子４の距離が０の場合に
、ポール部４５の先端４７と湾曲ピン３５の先端３７とが一致していなくてもよい。この
場合、ポール部４５の先端４７と湾曲ピン３５の先端３７の距離を測定できるように、ス
ケール部２１の目盛２２の付け方を変えるようにする。
【００３９】
　また、本実施の形態においては、スケール部２１の延在方向に直交する方向で、ポール
部４５の先端４７から湾曲ピン３５の先端３７までの距離が、インプラント５の長径に一
致する構成について説明したが、この構成に限定されない。ポール部４５の先端４７から
湾曲ピン３５の先端３７までの距離が、インプラント５の長径に一致していなくても、イ
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【００４０】
　また、本実施の形態においては、ポール部４５が円柱状に形成されたが、この形状に限
定されない。ポール部４５は、測定治具１の先端側を支持可能な形状であれば、どのよう
な形状でもよい。また、本実施の形態において、ポール部４５の先端４７が球体状に形成
される構成にしたが、この構成に限定されない。ポール部４５の先端４７は、スケール部
２１を支持できるように歯槽骨６に突き当て可能に構成されていれば、どのような形状に
形成されていてもよい。
【００４１】
　また、本実施の形態においては、湾曲部が湾曲ピン３５として、円柱状のピンを湾曲さ
せた形状で形成されたが、この形状に限定されない。湾曲部は、ポール部４５側に先端３
７を向けるように湾曲した先端３７を有し、ポール部４５の先端４７よりもスケール部２
１から離間していれば、どのような形状に形成されていてもよい。
【００４２】
　また、本実施の形態においては、スケール部２１に付された目盛２２によって、固定子
３と可動子４の距離を測定する構成にしたが、この構成に限定されない。スケール部２１
は、固定子３と可動子４の距離を測定可能であればよく、例えば、電気的に距離を測定可
能に構成されてもよい。
【００４３】
　また、本実施の形態においては、下顎骨の歯槽骨６にインプラント５を埋入する際の骨
幅を測定する構成について説明したが、この構成に限定されない。本実施の形態に係る測
定治具は、上顎骨の歯槽骨６にインプラント５を埋入する際の骨幅を測定する際にも使用
可能である。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
　以上説明したように、本発明は、インプラント埋入窩を形成する前に、インプラント治
療に必要な骨幅を測定することができるという効果を有し、特に、下顎骨の歯槽骨の側面
からインプラント埋入窩までの骨幅を測定する測定治具に有用である。
【符号の説明】
【００４５】
　１　測定治具
　２　ハンドル部
　２１　スケール部
　３　固定子
　３５　湾曲ピン（湾曲部）
　３７　湾曲ピンの先端
　４　可動子
　４５　ポール部
　４７　ポール部の先端
　５　インプラント
　６　歯槽骨
　６２　歯槽骨頂
　６３　アンダーカット
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